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１
月
１
日
現
在
、
市
内
在

住
の
か
た
は
、
令
和
３
年
中

(

令
和
３
年
１
月
１
日
～
12

月
31
日)

の
所
得
を
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵

送
で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

・
申
告
書

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

(

な
い
か
た
は
本
人
確
認
書

類
と
個
人
番
号
確
認
書
類)

・
給
与
や
年
金(

個
人
年
金

含
む)

の
源
泉
徴
収
票

・
収
入
や
経
費
の
わ
か
る
書
類

・
各
種
控
除
の
た
め
の
領
収

証
、
障
害
者
手
帳
な
ど

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い

る
か
た

　

確
定
申
告
が
不
要
な
か
た

で
も
、
市
・
府
民
税
の
申
告

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

市
・
府
民
税
の
申
告
を
さ
れ

な
い
か
た
の
所
得
控
除
は
、

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」
の
記
載
内
容
の
み
の
適
用

と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
扶
養
・
社
会
保
険

料
・
生
命
保
険
料
・
医
療
費
な

ど
の
控
除
は
、
市
・
府
民
税
の

申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
か
た

①
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
か
た

②
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤
務

先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た(

勤

務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い)

③
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、

前
記
の
「
公
的
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
か
た
」
の
内
容
に
当

て
は
ま
ら
な
い
か
た

④
市
内
居
住
の
親
族
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
か
た(

確
定
申
告
や

年
末
調
整
な
ど
で
税
法
上
の
扶

養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
か
た
に

限
り
ま
す)

注
意
事
項

・
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
、
失

業
保
険
な
ど
は
課
税
対
象
の
収

入
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
65
歳
以
上
で
障
害
者
手
帳
が

な
い
か
た
も
、
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
場
合
は
障
害
者
控

除
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
高
齢
介
護
課(

☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
４
１)

へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
代
理
人
に
よ
る
申
告
や
、
国

外
に
居
住
す
る
親
族
の
扶
養
控

除
な
ど
の
必
要
書
類
は
、
課
税

課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
せ
先　

課
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
５
０

軽
自
動
車
な
ど
の
譲
渡
時

廃
車
手
続
き
は
３
月
末
ま
で
に

◆
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

①
車
を
売
却
・
譲
渡
・
ス
ク

ラ
ッ
プ
し
た

軽自動車
(三輪・四輪)

自動二輪車
(125ccを超えるもの)

原動機付自転車
(125CC以下)

小型特殊自動車

軽自動車検査協会
和泉市伏屋町１－13－３
☎050－3816－1842

和泉自動車検査登録事務所
和泉市上代町官有地
☎050－5540－2060

市役所課税課
☎072－433－7254

種　　類 廃 車 手 続 先

【申告・問合せ先】
　課税課☎072－433－7250
【申告・問合せ先】
　課税課☎072－433－7250

２月16日(水)～３月15日(火)
午前８時45分～午後５時15
分(土・日・祝日除く)

２月16日(水)～３月15日(火)
午前８時45分～午後５時15
分(土・日・祝日除く)

市・府民税の申告市・府民税の申告 お
し
ら
せ

ひ
ろ
ば

②
盗
難
に
あ
っ
た
・
プ
レ
ー
ト

を
紛
失
し
た(

事
前
に
警
察
へ

の
届
出
が
必
要)

な
ど
の
場
合
、

３
月
末
ま
で
に
必
ず
廃
車
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
に
は
、
印
鑑(

個
人

の
場
合
は
不
要)

・
被
害
に

あ
っ
た
日
と
場
所
・
警
察
へ
の

届
出
日
・
警
察
署
名
・
被
害
場

所
な
ど
を
記
し
た
も
の
が
必
要

で
す
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
４

　

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

写
真
撮
影
と
申
請
書
作

成
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま

す
。

　

そ
の
場
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
渡
し
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
後
、
２
カ
月
ほ
ど

で
交
付
通
知
は
が
き
を
お

届
け
し
ま
す
。
受
取
り
は

申
請
者
本
人
が
市
民
福
祉

セ
ン
タ
ー
４
階
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
の
定
め
る
本

人
確
認
書
類(

運
転
免
許

証
＋
健
康
保
険
証
な
ど)

を
ご
持
参
い
た
だ
く
と
、
自

宅
へ
カ
ー
ド
を
送
付
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
せ
ま
た

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所

①
２
月
16
日(

水)

・
ま
ち
の

駅
か
い
づ
か
②
２
月
19
日

(

土)
・
山
手
地
区
公
民
館

③
２
月
26
日(
土)

・
浜
手
地

区
公
民
館
、
い
ず
れ
も
午
前

10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
30

分
～
４
時

持
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド(

お
持
ち
の
か
た)
、

本
人
確
認
書
類

申
込
・
問
合
せ
先　

市
民
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
３
７
５

　

通
知
は
が
き
を

　

受
取
ら
れ
た
か
た
へ

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

カ
ー
ド
を
日
曜
交
付

日
時　

３
月
６
日(

日)

午
前
９

時
～
正
午

場
所　

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
９
４

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

一
時
停
止
し
ま
す

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作

業
の
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
を
一
時

利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

運
用
停
止　

２
月
10
日(

木)

午

後
５
時
30
分
～
終
日

※

住
民
票
・
戸
籍
事
項
証
明

書
・
戸
籍
附
票
・
印
鑑
証
明

書
・
課
税
証
明
書
の
発
行
お
よ

び
他
の
市
町
村
に
お
住
ま
い
の

か
た
の
戸
籍
の
利
用
登
録
申
請

も
停
止
し
ま
す
。

運
用
再
開　

２
月
11
日(

金)

午

前
６
時
30
分
か
ら

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
７
５
、
課

税
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

２
５
０

運行日　２月16日(水)
運行区間　
水間観音駅⇔公園墓地管理事務所
問合せ先　市民課☎072－433－7280
公園墓地管理事務所☎072－447－2296
(当日午前８時45分までは市役所代表
☎072－423－2151へ)

公園墓地(三ケ山)無料小型バス運行
<運行時刻表>

９：10

10：10 

11：05

12：05

10：00

10：55

11：55

12：55

水間観音駅発 公園墓地発

は
「
社
会
保
険
料(

国
民
年
金

保
険
料)

控
除
証
明
書
」
な
ど

の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
11
月
上

旬
に
控
除
証
明
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
が
、
10
月
以
降
に
初
め

て
保
険
料
を
納
付
し
た
か
た
に

は
２
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・
０
０

３
・
０
０
４
、
貝
塚
年
金
事
務

所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１

２
２

　　

柔
道
整
復
・
は
り

　

き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
な
ど

　

正
し
い
か
か
り
方

　

保
険
が
使
え
る
場
合
と
使
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
が
使
え
な
い
場
合
は
、

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
柔
道
整
復

使
え
る
場
合
　
外
傷
性
の
骨

折
・
脱
臼
・
打
撲
や
ね
ん
ざ
な

ど
。

※
骨
折
・
脱
臼
は
、
応
急
手
当

　
国
民
年
金
保
険
料

◆
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

で
納
付
で
き
ま
す

　

事
前
に
申
込
み
が
必

要
で
す
。

　

２
年
前
納
、
1
年
前

納
、
６
カ
月
前
納
上
期

(

４
月
～
９
月
分)

は
２

月
末
ま
で
、
６
カ
月
前

納
下
期(

10
月
～
翌
年

３
月
分)

は
８
月
末
ま
で
に

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
カ
ー
ド
で
の
前
納

の
割
引
額
は
現
金
で
納
付
す

る
場
合
と
同
じ
で
す
。

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
年

金
事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３

１
・
１
１
２
２

◆
確
定
申
告
に
は
「
社
会
保

険
料(

国
民
年
金
保
険
料)

控

除
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要

　

令
和
３
年
１
月
～
12
月
ま

で
に
納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
、
そ
の
全
額
が
令
和
３

年
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。
こ
の
控
除
を
受
け
る
に

を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か

じ
め
医
師
の
同
意
が
必
要
で
す
。

使
え
な
い
場
合　

単
な
る
肩
こ

り
や
筋
肉
疲
労
な
ど

●
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま

マ
ッ
サ
ー
ジ

　

い
ず
れ
も
、
医
師
の
同
意
書

ま
た
は
診
断
書
の
提
出
が
条
件

で
す
。

使
え
る
場
合
　
①
は
り
・
き
ゅ

う　

神
経
痛
・
五
十
肩
・
リ
ウ

マ
チ
・
頸
腕
症
候
群
・
腰
痛

症
・
頸
椎
捻
挫
後
遺
症
・
そ
の

他
慢
性
的
な
疼
痛
を
主
症
と
す

る
疾
患
な
ど

②
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ　

関
節

拘
縮
・
筋
麻
痺
な
ど

使
え
な
い
場
合　

医
師
の
同
意

書
が
な
い
・
単
に
疲
労
回
復
や

慰
安
な
ど
を
目
的
と
し
た
も

の
・
保
険
医
療
機
関
で
同
一
疾

患
の
治
療(

は
り
・
き
ゅ
う)

を

受
け
て
い
る
場
合

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
３
、

高
齢
介
護
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
０
４
０

　下記①は実施中です。
　②③のポイントの申込開始時期は６月頃です。

①マイナンバーカードを取得したかたのうち、今までマイナポ
イントを申込んだことがないかたを対象に、キャッシュレス決
済の利用(チャージまたは購入)時に、利用金額の25％のポイン
トを最大5,000円分付与。
②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込を行った
かた(既に利用申込みを行ったかたも含む)を対象に、7,500円分
のポイント付与。
③公金受取口座の登録を行ったかた(口座登録手続きは今後開始
予定)に、7,500円分のポイント付与。
◎マイナポイントの予約・申込
　パソコン、スマートフォン、コンビニマルチコピー機、ATM、
全国各地の設定支援端末および市民福祉センター４階マイナポ
イント手続支援窓口で行えます。
　詳しくは、マイナポイントに関するホームページ
をご覧いただくか、お問合せください(マイナン
バー総合フリーダイヤル☎0120－95－0178)。

問合せ先　政策推進課☎072－433－7240 ホームページ

マイナポイント第２弾が始まっています！


